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第１章 計画の趣旨と特定健康診査等の実施の意義 

１ 計画の背景及び目的 

我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができ

る医療制度を確立し、世界有数の平均寿命や高い医療水準を達成してきま

した。しかし、少子高齢化の進展や国民生活の変化に伴う生活習慣病の増

加などにより医療費は毎年増え続けています。 

このような状況に対応するため国は、国民の生活の質的向上を念頭にお

きつつ、医療費の増加を抑制するとともに、将来にわたり持続可能で安定

的な国民皆保険制度を確保していくため、平成 18 年 6 月に医療制度改革を

行い、この一環として高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医

療確保法」という。）により、医療保険者ごとに 40 歳から 74 歳までの被保

険者に対する生活習慣病を中心とした疾病の予防を重視した特定健康診査

と特定保健指導を実施することを義務づけました。 

こうした背景を踏まえ、本市においても平成 20 年 4 月から国民健康保険

の被保険者に対し、蒲郡市特定健康診査等実施計画（第一期）に基づき、

特定健康診査と特定保健指導を実施してきました。 

本計画は、平成 20 年度から平成 24 年度を計画期間とする「第一期計画」

が終了することから、第一期における特定健康診査及び特定保健指導の実

施結果等を踏まえ、計画の見直しを行い、糖尿病等の生活習慣病の発症予

防、早期発見、重症化を抑制し、将来的な医療費の適正化を図ることを目

的に、平成 25 年度から平成 29 年度を計画期間とする「第二期蒲郡市特定

健康診査等実施計画」（以下「計画」という。）を策定するものです。 

 

２ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

この計画でいう特定健康診査とは、糖尿病等の生活習慣病の発症原因と

される内臓脂肪型肥満に着目した検査項目による健康診査をさします。 

糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積が関与しており、肥

満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾患、

脳血管疾患等の発症リスクが高くなります。このため、内臓脂肪症候群（メ

タボリックシンドローム）の概念を踏まえ、適度な運動やバランスの取れ

た食事の定着など生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リス

クの低減を図ることが可能となります。特定健康診査は、糖尿病等の生活

習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンド
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ロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者

を、的確に抽出するために行うものです。 

特定保健指導は、特定健康診査の受診結果により、生活習慣の改善の必

要がある者に対し、自らが生活習慣改善の必要性を理解し行動目標を設定

し実行できるよう、専門的知識及び技術を有する者（医師、保健師、管理

栄養士など）が行う保健指導をさすものです。 

 

３ 計画の性格と位置づけ 

この計画は、平成 25 年度からの特定健康診査及び特定保健指導の円滑な

実施に向け、国の定める「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効

な実施を図るための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）を踏まえ

ながら、高齢者医療確保法第 19 条第 1項に規定する特定健康診査及び特定

保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施方法及びその成果に関

する基本的な事項を定めるものです。 

 この計画は、本市の第四次蒲郡市総合計画でめざす将来都市像「三河湾に

輝く人と自然が共生するまち 蒲郡」を実現するための基本目標の一つであ

る「笑顔で安心して暮らせるまちづくり」の１分野として位置付けるととも

に、健康増進法に基づき平成 16 年度に策定した「健康がまごおり 21」（平

成 26 年度改正予定）などの計画との整合性をとりながら実施するものとし

ます。 

 

４ 計画の期間 

 計画期間は、高齢者医療確保法第 19 条の規定に基づき、5年を 1期とし、

5年ごとに評価と見直しを行うこととされています。このため、この第二期

計画は、平成 25 年度（平成 25 年 4 月）から平成 29 年度（平成 30 年 3 月）

までの 5か年となります。 
 

図表１ 計画期間 

平成 
24 年度 

 
25 年度 

 
26 年度 

 
27 年度 

 
28 年度 

 
29 年度 

 
平成 30 年度以降 

       

見直し

第二期計画（本計画） 見直し 

第三期 

第一期 
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第２章 疾病や医療費をめぐる蒲郡市の現状 

１ 蒲郡市の人口と世帯 

 国勢調査による平成 22 年の総人口は 82,249 人、世帯数は 28,864 世帯で

した。人口は昭和 60 年をピークに減少傾向へと転じていますが、平成 12

年以降 22 年度まではほぼ横ばいで推移しています。 

65 歳以上の老年人口は、20,135 人で平成 12 年比 1.3 倍、昭和 60 年比 2.3

倍となっています。老年人口は総人口の 24.5％を占めており、愛知県内 37

市のうち 2 番目に高い数値です。また、既にいわゆる「団塊の世代」の方た

ちが 65 歳を迎え始めているので、老年人口の割合は今後さらに増加するも

のと見込まれています。 

64 歳以下の人口は減り続けており、14 歳以下の年少人口は昭和 60 年比で

0.6 倍となっています。 
 

図表２ 国勢調査における蒲郡市の人口と世帯数 
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２ 国民健康保険加入者（被保険者）の動向 

 国民健康保険の被保険者数は、平成23年度末で23,059人、世帯数は12,624

世帯となっており、被保険者は微減傾向にありますが、逆に世帯数は増加し

ています。内訳は、一般被保険者が 21,602 人、退職被保険者等が 1,457 人

となっています。一世帯あたりの被保険者数は平成 20 年度の 1.8 人に対し

平成 23 年度は 1.7 人となっています。 
 

図表３ 国民健康保険加入者（被保険者）の動向 

  
平 成
1 9 年 度

平 成
2 0 年 度

平 成
2 1 年 度

平 成 
2 2 年 度 

平 成
2 3 年 度

日 本 人 81,380 81,515 81,280 80,898 80,498

外 国 人 2,337 2,213 2,114 2,035 2,139
人 

口 

総 数 83,717 83,728 83,394 82,933 82,637

蒲
郡
市
全
体 

 世帯数（住民基本台帳） 28,442 28,838 29,045 29,206 29,462

老人医療

受 給 対 象 者
6,769 － － － － 

一 般 

被保険者 

上記以外 17,808 22,437 22,165 21,929 21,602

退 職 被 保 険 者 等 5,704 1,144 1,250 1,356 1,457

被
保
険
者
数 

総 数 30,281 23,581 23,415 23,285 23,059

国
民
健
康
保
険 

世 帯 数 15,354 12,530 12,545 12,581 12,624

各年度末現在（市民課統計及び国民健康保険事業年報より） 
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 平成 23 年度末の人口（日本人及び外国人）は 82,637 人で、国民健康保険

の加入率は 27.9％となっています。特定健康診査対象者である 40 歳～74 歳

の加入者は 16,389 人で同じ世代の人口の 42.8％、加入者の 71.1％を占めて

います。 

 国民健康保険は、定年退職を理由とする被用者保険からの異動により、60

歳以上の加入者が非常に多い構造となっています。 
 

図表４ 年齢階層別の人口に占める国民健康保険加入者の状況 

 
平成 24 年 3 月末現在（保険年金課及び市民課統計資料より） 

 

 少子高齢化の進展は全国的な傾向ですが、国民健康保険の加入者の年齢構

成を愛知県内の国民健康保険と比べた場合、本市は高齢者の占める割合が高

いことがわかります。 
 

図表５ 年齢階層別の国民健康保険加入者構成割合の比較 
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医　療　圏

愛　知　県

0-29歳 30-39歳 40-64歳 65-74歳
 

 平成 23 年 8 月末現在（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 
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３ 医療費と医療受診状況 

（１）医療費の推移 

 一人当たり医療費は年々増加しており平成 23 年度は 286,417 円で、愛知

県内の市町村国民健康保険の平均 287,795 円をやや下回っているものの、平

成 20 年度から 28,955 円増加しています（増加率 11.2 ポイント）。 

 平成 22 年度以降は被保険者が減少しましたが、一人当たり医療費は増加

しているため、医療費、保険給付費も増加を続けています。平成 23 年度の

医療費は平成 20 年度よりも約 6億 1千万円増加しました（増加率 10.1 ポイ

ント）。 

 

図表６ 年度別の医療費・保険給付費の推移 

30
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

22

23

24

25

26

27

28

29

30

蒲郡市一人当たり医療費 愛知県一人当たり医療費

蒲郡市医療費 蒲郡市保険給付費

億円 万円

 
  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

蒲 郡 市 
一人当たり医療費 

257,462 円 265,477 円 272,234 円 286,417 円

愛 知 県 
一人当たり医療費 

262,882 円 269,119 円 278,689 円 287,795 円

蒲 郡 市 医 療 費 6,024,858 千円 6,258,890 千円 6,406,488 千円 6,635,416 千円

蒲郡市保険給付費 4,864,658 千円 5,055,784 千円 5,196,949 千円 5,410,639 千円

※保険給付費は療養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一

時金、葬祭費の計（国民健康保険事業年報より） 
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（２）年齢階層別医療費 

国民健康保険は、若年層が少なく高齢者層が多い被保険者の構造のため、

医療費に対する高齢者の占める割合が高くなっています。平成 23 年 8 月診

療分では、60 歳以上の被保険者の医療費が全体の約 7 割を占めます。男女

別比率では 57：43 で男性の医療費が多くなっています。 

 

図表７ 年齢階層別医療費 
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平成 23 年 8 月診療分（医科）（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 
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（３）生活習慣病と医療費 

 平成 24 年 5 月診療分の診療報酬明細書から疾病分類毎に本市の医療費を

集計すると、生活習慣病が 34.5％を占めます。悪性新生物が最も高く、高

血圧性疾患、糖尿病、脳血管疾患、虚血性心疾患の順となっています。 

また、件数では、高血圧性疾患が最も多く、糖尿病、悪性新生物、脳血管

疾患、虚血性心疾患の順となっています。 
 

図表８ 医療費に占める生活習慣病の割合 

悪性新生物

15.4%

その他

65.5%

糖尿病

5.5%

高血圧性疾患

7.6%

脳血管疾患

4.4%

虚血性心疾患

1.6%

 
平成 24 年 5 月診療分（医科･歯科）計 440,093 千円（疾病分類統計表より） 

 
図表９ 生活習慣病の内訳（詳細） 

  件  数 日   数 医 療 費（千円） 

    （割合）   （割合）   （割合） 

悪 性 新 生 物 509 2.5% 1,648 4.1% 67,595 15.4%

糖 尿 病 1,064 5.2% 1,562 3.9% 24,303 5.5%

高 血 圧 性 疾 患 2,900 14.1% 3,812 9.4% 33,292 7.6%

虚 血 性 心 疾 患 181 0.9% 246 0.6% 6,883 1.6%

脳 血 管 疾 患 315 1.5% 888 2.2% 19,491 4.4%

 

 8



（４）医療受診状況 

 平成 23 年 8 月の医療受診者の状況を見ると、生活習慣病保有率は男女と

も 40 歳代から増え始め、70 歳代では 6 割近くの方が何らかの生活習慣病の

治療をしています。 

 

図表１０ 男女別年齢階層別生活習慣病保有率 
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 平成 23 年 8 月診療分（医科）（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 

 

 平成 23 年 8 月の医療受診者の状況を見ると、生活習慣病の保有率を愛知

県内の国民健康保険と比較した場合、本市は男女とも糖尿病、高血圧症、脂

質異常症、脳血管疾患の数値が高くなっています。 

 

図表１１ 男女別生活習慣病ごとの保有率（愛知県平均との比較） 
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5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

蒲郡市男性 12.6% 20.0% 12.2% 4.3% 1.2% 0.7% 1.4% 1.1% 0.2% 2.5% 4.0% 0.9% 0.2%

愛知県男性 11.2% 17.3% 10.9% 4.0% 1.4% 0.5% 1.0% 1.0% 0.1% 1.9% 4.1% 0.6% 0.2%

蒲郡市女性 10.6% 21.1% 18.2% 0.9% 0.8% 0.3% 1.3% 0.8% 0.1% 1.7% 2.9% 0.5% 0.1%

愛知県女性 9.0% 17.4% 14.8% 0.7% 1.3% 0.3% 0.9% 0.7% 0.1% 1.4% 3.3% 0.4% 0.1%

糖尿病
高血

圧症

脂質

異常症

高尿酸

血症

肝機能

障害

糖尿病性

神経障害

糖尿病性

網膜症

糖尿病性

腎症

高血圧性

腎臓障害

脳血管

疾患

虚血性

心疾患

動脈

閉塞

大動脈

疾患

 

 平成 23 年 8 月診療分（医科）（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 
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第３章 特定健康診査等の実施状況と課題 

１ 特定健康診査の実施状況 

 特定健康診査の実施率は、初年度である平成 20 年度は 17.4％と低いもの

でしたが、平成 21 年度から生活習慣病治療中の方も受診可能とし、腎機能

検査を同時に実施するなど受診しやすい環境を整えたことにより実施率は

上昇しました。しかしその後、実施率は横ばいとなり平成 23 年度は 38.6％

で県平均 35.8%を上回っているものの、第一期計画の目標値には届いていま

せん。 

 

図表１２ 特定健康診査の実施率 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

蒲郡市対象者数 14,984 15,096 14,928 14,989

蒲郡市受診者数 2,612 5,494 5,886 5,787

蒲郡市実施率 17.4% 36.4% 39.4% 38.6%

蒲郡市実施率目標 30.0% 40.0% 50.0% 55.0%

愛知県県平均実施率 33.8% 35.0% 35.6% 35.8%

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

 
（法定報告資料より） 
  

平成 23 年度の受診状況を男女別・年齢階層別にみると、年齢階層別では

60 歳以上に比べ、男性は 40 歳代、50 歳代で実施率が低く、女性は 54 歳以

下の世代で低くなっており、いずれも 30％を切る状況となっています。ま

た、男女別では男性の実施率が低い状況です。 

 

図表１３ 特定健康診査の男女別年齢階層別実施率（平成 23 年度） 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

男性 20.2% 15.4% 23.0% 20.6% 33.2% 44.5% 44.4%

女性 21.5% 23.3% 28.2% 35.3% 40.7% 51.0% 51.0%

40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

全体実施率

38.6%

受診者数

男 2,452人

女 3,335人

計 5,787人

 
（法定報告資料より） 
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２ 特定保健指導の実施状況 

 本市の特定保健指導の実施率は、初年度である平成 20 年度から低く、第

一期計画の目標値とは大きな乖離がある状態です。特定保健指導の実施率が

伸びない背景として、制度のＰＲ不足、健診受診から約 2ヶ月後に指導の案

内を送付するなど勧奨の遅れ、特定保健指導の目的や生活習慣改善の必要性

について対象者へ十分伝えられていないこと、特定保健指導を実施する医療

機関が限られていることが考えられます。 

 

図表１４ 特定保健指導の実施率 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

蒲郡市対象者数 742 878 812 806

蒲郡市実施者数 28 110 60 39

蒲郡市実施率 3.8% 12.5% 7.4% 4.8%

蒲郡市実施率目標 20.0% 25.0% 35.0% 40.0%

愛知県平均実施率 9.1% 13.0% 12.2% 14.2%

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

 
（法定報告資料より） 

 
 平成 23 年度の実施者数（特定保健指導終了者数）は 39 人と少なかったた

め、グラフに大きなばらつきがあります。実施者数は男性 17 人、女性 22 人、

実施率の内訳は、男性 3.4％、女性 7.3％でした。 

 
図表１５ 特定保健指導の男女別年齢階層別実施率（平成 23 年度） 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

男性 2.3% 3.7% 5.9% 6.3% 0.9% 7.0% 0.0%

女性 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 14.5% 12.5% 0.0%

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

全体実施率
4.8%

実施者数
男 17人

女 22人
計 39人

 
（法定報告資料より） 
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 特定健康診査を受診した方が特定保健指導の対象となる割合について、平

成 20 年度が高い割合となっているのは、特定保健指導の対象とならない生

活習慣病治療中の方を受診対象外としていたためです。 

 男性の場合、平成 21 年度以降は、積極的支援対象者の割合は減少しまし

たが、動機付け支援対象者の割合は同程度のため、全体では大きな変化は見

られず、20％を超える方が、特定保健指導の対象となっています。 

 女性の場合、動機付け支援対象者及び積極的支援対象者の割合は、それほ

ど変化がなく、8％から 10％程度の方が特定保健指導の対象となっています。 
 

図表１６ 特定保健指導対象者の人数と割合 

男性 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

特 定 健 康 診 査 受 診 者 数 1,099 2,250 2,456 2,452

動 機 付 け 支 援 対 象 者 数 278 330 312 318

割 合 25.3% 14.7% 12.7% 13.0%

積 極 的 支 援 対 象 者 数 167 212 204 185

割 合 15.2% 9.4% 8.3% 7.5%

対 象 者 数 合 計 445 542 516 503

割 合 40.5% 24.1% 21.0% 20.5%

 

女性 

  平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

特 定 健 康 診 査 受 診 者 数 1,513 3,244 3,430 3,335

動 機 付 け 支 援 対 象 者 数 225 264 231 246

割 合 14.9% 8.1% 6.7% 7.4%

積 極 的 支 援 対 象 者 数 72 72 65 57

割 合 4.8% 2.2% 1.9% 1.7%

対 象 者 数 合 計 297 336 296 303

割 合 19.7% 10.3% 8.6% 9.1%

（法定報告資料より） 
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 前年度に特定保健指導の対象となった方が、翌年度に対象から外れた割合

（減少率）は、平成 23 年度で 11.8%でした。前年度に特定保健指導を実施

した方の減少率では 19.6%となり、特定保健指導を実施した方のほうが、減

少率が大きいことがわかります。 

 しかし、愛知県内国民健康保険全体の前年度特定保健指導対象者に対する

減少率 17.8%、実施者に対する減少率 25.0%と比べ低い数値となっています。 

 
図表１７ 特定保健指導対象者の減少率 

前年度特定保健指導対象者に対する減少率 

  平 成 2 1 年 度 平 成 2 2 年 度 平 成 2 3 年 度

前 年 度 

特 定 保 健 指 導 対 象 者 （ A ） 
684 815 746

（ A ） の う ち 特 定 保 健 指 導 の 

対 象 外 と な っ た 人 数 
100 148 88

減 少 率 14.6% 18.2% 11.8%

 

前年度特定保健指導実施者に対する減少率 

  平 成 2 1 年 度 平 成 2 2 年 度 平 成 2 3 年 度

前 年 度 

特定保健指導実施者数（B） 
78 93 51

（ B ） の う ち 特 定 保 健 指 導 の 

対 象 外 と な っ た 人 数 
25 31 10

減 少 率 32.1% 33.3% 19.6%

（法定報告資料より） 
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３ メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 

（１）メタボリックシンドローム該当者・予備群 

 メタボリックシンドロームは内臓脂肪型肥満（腹囲が男性 85 センチ以上、

女性 90 センチ以上）に加え高血糖、高血圧、脂質異常のうち 2 項目以上該

当する状態のことです。1項目のみ該当する場合は予備群となります。 

 特定健康診査の受診結果に基づくメタボリックシンドローム判定では、該

当者の割合は愛知県平均よりも高く、増加しており、平成 23 年度では 24.7%

と高い結果となっています。 

 また、メタボリックシンドローム予備群の割合は、愛知県平均よりも低く

なっています。 

なお、平成 20 年度は生活習慣病治療中の方を受診対象外としていたため、

該当者の数が少なくなっています。 

 

 

図表１８ 特定健康診査受診結果に基づくメタボリックシンドローム判定 

0%

10%

20%

30%

蒲郡市受診者数 2,612 5,494 5,886 5,787

蒲郡市メタボ該当者 334 1,247 1,345 1,430

蒲郡市メタボ予備群 302 464 502 504

蒲郡市メタボ該当者割合 12.8% 22.7% 22.9% 24.7%

蒲郡市メタボ予備群割合 11.6% 8.4% 8.5% 8.7%

愛知県メタボ該当者割合 18.3% 18.1% 18.3% 18.4%

愛知県メタボ予備群割合 11.0% 10.5% 10.0% 10.2%

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

 
（法定報告資料より） 
 

 14



 平成 23 年度の特定健康診査の受診結果からメタボリックシンドローム該

当者の状況を見ると、いずれの年齢階層においても男女とも該当者の割合が

愛知県内国民健康保険の平均に比べ高い数値となっています。 

特に男性では、50 歳代以上のいずれの年齢層でも 30％を超える高い率と

なっています。女性では、70 歳から 74 歳の年齢層で 20％を超えています。 

また、メタボリックシンドローム予備群の割合は、女性の 40 歳代、50 歳

代において県内国民健康保険の平均に比べ高い数値となっています。 

 

図表１９ 男女別年齢階層別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 

（平成 23 年度） 

メタボリックシンドローム該当者 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

蒲郡市男性 21.0% 32.9% 34.2% 37.7% 34.1%

愛知県男性 16.4% 24.4% 29.4% 31.0% 27.9%

蒲郡市女性 4.5% 7.7% 17.6% 23.5% 17.4%

愛知県女性 2.7% 6.6% 11.2% 15.8% 11.2%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳 合計

 
メタボリックシンドローム予備群 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

蒲郡市男性 17.8% 14.6% 15.0% 11.7% 14.1%

愛知県男性 18.1% 17.6% 15.6% 15.2% 15.9%

蒲郡市女性 3.7% 6.0% 5.0% 4.5% 4.9%

愛知県女性 3.5% 5.1% 5.7% 6.6% 5.7%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳 合計

 
（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 
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メタボリックシンドローム該当者・予備群となった方の前年度比の減少率

は、平成 23 年度で該当者 18.2％、予備群 18.6％でした。 

 愛知県内国民健康保険全体の減少率、該当者 22.9％、予備群 22.1％と比

べ低い数値となっています。 

平成 21 年度における前年度該当者・予備群該当者が少ないのは、平成 20

年度の特定健康診査は生活習慣病治療中の方を受診対象外としていたため

です。 

 

図表２０ メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率 

メタボリックシンドローム該当者 

  平 成 2 1 年 度 平 成 2 2 年 度 平 成 2 3 年 度

前 年 度 

メ タ ボ 該 当 者 数 （ A ） 
317 1,122 1,214

（ A ） の う ち メ タ ボ 予 備 群 該 当 

に な っ た 人 数 
22 79 67

メ タ ボ 予 備 群 該 当 

に な っ た 割 合 （ B ) 
6.9% 7.0% 5.5%

（ A ） の う ち メ タ ボ 対 象 外 

に な っ た 人 数 
50 160 154

メ タ ボ 対 象 外 

に な っ た 割 合 （ C ) 
15.8% 14.3% 12.7%

（ B ） ＋ （ C ) ＝ 減 少 率 22.7% 21.3% 18.2%

 
メタボリックシンドローム予備群 

  平 成 2 1 年 度 平 成 2 2 年 度 平 成 2 3 年 度

前 年 度 

メ タ ボ 予 備 群 該 当 者 数 （ A ） 
277 416 452

（ A ） の う ち メ タ ボ 対 象 外 

に な っ た 人 数 
64 100 84

減 少 率 23.1% 24.0% 18.6%

（法定報告資料より） 
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（２）生活習慣病リスクの発生状況 

 特定健康診査の受診結果から、メタボリックシンドローム該当者･予備群

の生活習慣病リスクの発生状況を見ると、本市では高血糖を含む複数リスク

保持者が多いことがわかります。 

特にメタボリックシンドローム該当者では、高血糖、高血圧、脂質異常の

３つのリスク保持者の割合が、男女とも各年代で愛知県平均を大きく上回っ

ています。 

メタボリックシンドローム予備群では、高血糖のリスク保持者の割合が、

男女とも愛知県平均を上回っています。 

なお、数値は受診者に占める割合です。 

 

図表２１ 男女別年齢階層別メタボリックシンドローム該当者・予備群の 

生活習慣病リスクの発生状況（平成 23 年度） 

メタボリックシンドローム該当者 

      高血糖＋高血圧                高血糖＋脂質異常 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 0.9% 7.1% 8.5% 9.9%

愛知県男性 1.4% 3.1% 4.9% 5.6%

蒲郡市女性 2.4% 2.7% 4.2% 5.7%

愛知県女性 0.5% 1.2% 1.7% 2.2%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 4.1% 4.3% 3.8% 2.7%

愛知県男性 2.0% 2.3% 2.0% 1.7%

蒲郡市女性 0.0% 1.0% 1.5% 1.1%

愛知県女性 0.3% 0.6% 0.6% 0.7%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

 

         高血圧＋脂質異常            高血糖＋高血圧＋脂質異常 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 8.7% 8.2% 6.1% 6.9%

愛知県男性 9.6% 12.0% 12.5% 13.0%

蒲郡市女性 0.0% 0.7% 2.8% 3.4%

愛知県女性 1.1% 2.8% 4.9% 7.0%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 7.3% 13.2% 15.8% 18.2%

愛知県男性 3.4% 7.0% 10.0% 10.7%

蒲郡市女性 2.0% 3.2% 9.0% 13.3%

愛知県女性 0.7% 2.1% 4.0% 5.8%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

 
（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 
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メタボリックシンドローム予備群 

    高血糖                       高血圧 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 3.2% 2.1% 2.9% 2.7%

愛知県男性 1.0% 1.5% 1.4% 1.2%

蒲郡市女性 0.8% 1.5% 1.4% 1.0%

愛知県女性 0.3% 0.5% 0.4% 0.4%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 6.4% 7.9% 9.9% 7.4%

愛知県男性 6.8% 9.5% 10.6% 11.1%

蒲郡市女性 0.8% 2.7% 2.7% 2.7%

愛知県女性 1.9% 3.2% 3.9% 4.9%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

 

脂質異常 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

蒲郡市男性 8.2% 4.6% 2.2% 1.5%

愛知県男性 10.4% 6.5% 3.6% 2.9%

蒲郡市女性 2.0% 1.7% 1.0% 0.9%

愛知県女性 1.3% 1.4% 1.3% 1.3%

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳

 
（愛知県国民健康保険団体連合会統計資料より） 

 

４ 医療費の状況、特定健康診査等の受診結果からみる課題 

○ 本市国民健康保険被保険者の年間 1 人当り医療費は、愛知県の平均を下

回っていますが、平成 20 年度から増加を続けており、平均に近づいてい

ます。また、40 歳以上で医療費の額が増加し、60 歳以上の被保険者の医

療費が全体の約 7割を占めている状況です。 

○ 診療報酬明細書からの統計では、生活習慣病関連の疾病が、医療費の約

34.5％を占めています。 

○ 特定健康診査の結果では、メタボリックシンドローム該当者の割合が、

男女とも愛知県平均よりも高くなっています。特に男性は、50 歳代以上

のいずれの年齢層でも 30％を超える高い率となっています。 

○ 特定保健指導対象者の減少率及びメタボリックシンドローム該当者･予

備群該当者の減少率は愛知県全体の減少率に比べて低い数値となってい

ます。 

○ メタボリックシンドローム該当者のうち、血糖、血圧、脂質の３つのリ

スクを同時に保持する方が、男女とも 40 歳から 74 歳までの全年齢層区

分で愛知県平均を上回っています。 
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５ 特定健康診査等の取り組みに関する状況・評価・課題 

（１）特定健康診査 

【実施状況】 
○特定健康診査は平成 20 年度当初から、市内医療機関による個別方

式と人間ドックによる集団方式を採用し、委託方式で実施してき

ました。健診費用は無料とし、平成 21 年度には独自の検査項目の

追加、生活習慣病で通院している方でも希望があれば受診をして

いただくなど、健診内容の充実を図ってきました。 

○特定健康診査の受診券は、受診有効期間を３か月としたものを対

象者に通知し、受診勧奨を行いました。 
○受診券が有効な３か月を経過しても未受診の方に対しては、翌年

３月まで期間を延長したハガキを郵送し、再度の受診勧奨を行い、

電話での勧奨も実施しました。 
○特定健康診査の周知は、広報、ホームページ、ポスター掲示にて

実施しました。 

【評価】 
○平成20年度は17.4％と低かった実施率は、平成21年度には36.4％

と大きく伸びましたが、その後はほぼ横ばいとなり、平成 24 年度

も増加していない状況であり、第一期計画の実施目標である実施

率 65％には達していない状況です。 

○年齢階層別では、60 歳以上に比べ、男性は 40 歳代、50 歳代で実

施率が低く、女性は 54 歳以下の世代で低くなっており、いずれも

30％を切る状況となっています。 

特
定
健
康
診
査
の
実
施
状
況
、
評
価
、
課
題 

【課題】 
○実施率の低い 40 歳代、50 歳代の受診に対する意識喚起が必要で

あり、早い段階からの重症化予防を推進していくことで、医療費

の抑制につなげる必要があります。 
○個別勧奨を行う中で、受診しない理由として①まだ若いので必要

ない②昨年の健診で異常がなかったから③時間が取れない④既に

医療機関を受診しているため⑤がん検診の受診券より後に特定健

康診査の受診券が届くので不便⑥受診券の有効期限が切れたため 
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受診できないと思ったなどの意見があったため、健診の重要性の周

知、広報の工夫、受診しやすさへの取り組みが必要です。 

 
 

（２）特定保健指導 

【実施状況】 
○特定保健指導は、指導費用は無料とし、委託方式で実施してきま

した。 

○特定保健指導の受診券は、特定健康診査の結果を国保連合会で階

層化し、結果通知から約２か月後に対象者に受診券を郵送し、対

象者から受託機関へ利用申込みをする方法で実施してきました。

○利用券を送付した後に電話での勧奨も実施しました。 
○特定健康診査の周知は、広報、ホームページ、ポスター掲示にて

実施しました。 

【評価】 

○平成 20 年度から低い実施率となっており、21 年度は県平均に近

い実績でしたが、その後は毎年度下がっており、第一期計画の実

施目標である実施率 45％とは大きく乖離している状況です。 

特
定
保
健
指
導
の
実
施
状
況
、
評
価
、
課
題 

【課題】 
○現状では特定健康診査を受診してから特定保健指導の案内を発送

するまでに約 2 か月かかるため、対象者の受診結果に対する関心

や生活習慣の改善が必要であるという認識が薄くなってしまう問

題があり、この点の改善が必要です。 

○本市はメタボリックシンドローム該当者の割合が高く、生活習慣

病に関する複数リスク保持者が多いことから、早い段階で特定保

健指導へつなげていく必要があり、特定保健指導を利用しやすい

環境を作るとともに積極的な利用勧奨を行っていく必要がありま

す。 
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第４章 特定健康診査等の実施目標 

１ 達成しようとする目標 

 実施目標については、国の基本指針に基づき、保険者は最終年度の目標値

を設定し、その達成のための各年度の目標値を設定することになっています。 

 基本指針では、本計画の最終年度である平成 29 年度の市町村国民健康保

険の実施率目標として、特定健康診査 60％、特定保健指導 60％と定めてい

ることから、これを本計画最終年度の目標値とします。 

 また基本指針では、特定健康診査等の実施の成果に係る平成 29 年度の目

標としてメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率を平成 20 年

度対比で 25％以上にすることとしていることから、本市における取り組み

を検証する際の指標として、この減少率を用いることとします。 

 

図表２２ 平成 29 年度の特定健康診査及び特定保健指導の実施目標 

項 目 目標値 備 考 

特 定 健 康 診 査 の 実 施 率 60％ 
当該年度の特定健康診査受診者数（見なし人

数を含む）／特定健康診査対象者数 

特 定 保 健 指 導 の 実 施 率 60％ 
当該年度の特定保健指導実施者数／特定保

健指導対象者数 
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２ 特定健康診査及び特定保健指導の各年度の実施目標値 

 特定健康診査及び特定保健指導の各年度の実施目標値を、次のとおり見込

むこととします。 

 
図表２３ 実施目標値 

区  分 
平成 
25 年度 

 
26 年度 

 
27 年度 

 
28 年度 

 
29 年度 

特 定 健 康 診 査 実 施 率 45％ 50％ 55％ 57％ 60％

特 定 保 健 指 導 実 施 率 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

 
図表２４ 特定健康診査対象者数及び実施者数（見込み人数） 

区  分 
平成 
25 年度 

 
26 年度 

 
27 年度 

 
28 年度 

 
29 年度 

対 象 者 数 15,065 15,112 15,174 15,247 15,331

実 施 者 数 6,779 7,556 8,346 8,691 9,199

※対象者数は、年度途中で加入、脱退等の資格異動のある者、妊産婦等除外規定の該当者を

除いたものです。 

 

図表２５ 特定保健指導対象者数及び実施者数（見込み人数） 

区  分 
平成 
25 年度 

 
26 年度 

 
27 年度 

 
28 年度 

 
29 年度 

対 象 者 数 658 733 810 843 892

動機付け支援 

実 施 者 数 132 220 324 422 535

対 象 者 数 285 317 351 365 386

積 極 的 支 援 

実 施 者 数 57 95 140 183 232

※平成23年度法定報告資料から、特定保健指導対象者の出現率は動機付け支援9.7％、

積極的支援 4.2%で算出しています。 
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３ 目標値の達成に向けた重点施策 

 本計画期間中における特定健康診査･特定保健指導の推進について、下記

の方法を検討し実施率の向上に向けた取り組みを行います。 

（１）特定健康診査 

ア 多様な情報媒体を活用した周知  

広報、パンフレット、市ホームページ、各種イベント、地域への説

明等、多様な情報媒体等を活用し、メタボリックシンドロームや生活

習慣病に関する知識の普及、及び特定健康診査受診・特定保健指導利

用の啓発に努め、事業全般について周知を図ります。 

イ がん検診・肝炎ウイルス検診との連携 

がん検診・肝炎ウイルス検診と連携し、受診券の同時送付などを行

い、対象者が受診しやすい環境の整備へと改善します。 

ウ 受診券有効期限の延長 

これまで原則、受診券の有効期間を３か月としていましたが、がん

検診との連携に対応し、有効期限をがん検診と同じ２月末までとし、

対象者に受診しやすい環境を整えます。 

エ 個別勧奨の実施と強化 

未受診者に対するハガキ、電話による個別勧奨は、これまでも実施

してきましたが更に強化します。連続未受診者や実施率の低い４０歳

代から５０歳代に対する働きかけも強化する体制を順次整えます。 

オ 事業主健診結果の収集強化 

労働安全法に基づく事業主健診で、特定健診の基準を満たすものは、

特定健診の受診実績として認められることから、事業主との連携を行

い、健診結果の収集に努めます。 

カ 各種団体、関係機関との連携強化 

地域団体、健康づくり関係団体、医師会など各種団体、関係機関と

の連携を強化し、実施率向上に取り組みます。 

 

（２）特定保健指導 

ア 実施方法の改善 

特定健康診査の受診結果説明を兼ねた特定保健指導を行うなど、利

用者にとってより身近で有意義な実施方法を検討します。 

イ 特定保健指導の早期実施 

特定健康診査受診から保健指導レベルの階層化までの期間を短縮す
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るなど、特定保健指導が早期に実施できるよう対策を講じます。 

ウ 個別勧奨の実施と強化 

電話による個別勧奨を継続するとともに、年齢が比較的若い対象者

や特定健康診査の受診結果が前年度と比較して悪化している対象者へ

の勧奨を強化します。また、特定保健指導を受ける時間の取れない対

象者へは、訪問指導など個別対応も検討します。 

エ 関係機関との連携強化 

保険年金課、健康推進課、委託指導機関の間で情報の共有化をすす

め、利用勧奨から指導実施、結果把握まで一連の推進体制の強化を図

ります。 
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第５章 特定健康診査等の実施方法 

１ 特定健康診査 

（１）対象者 

 実施年度中に40歳以上75歳以下の年齢に達する蒲郡市国民健康保険の被

保険者（受診時に 75 歳未満に限る）とします。 

 なお、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成20年1月17日厚生労働省告示

第3号）」に該当する方（妊産婦、拘禁中の者、長期入院者、施設入所者等）

は対象外とします。 

 

（２）実施場所 

 市内の医療機関（個別）及び指定した人間ドック（集団）で実施します。

なお、必要に応じて実施場所は検討していくものとします。 

 

（３）委託 

 蒲郡市医師会及び人間ドック実施機関への委託により実施します。 

 委託の具体的な基準については、「特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準第16条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成20

年1月17日厚生労働省告示第11号）」によるものとします。 

 

（４）実施期間 

 特定健康診査は年間を通じて実施しますが、受診券の有効期限、受診期日

については委託内容に添った有効期限、受診期日を設けます。 

 

（５）受診方法 

市内医療機関での受診は、受診券の有効期限内に被保険者証と受診券を持

参することにより実施します。また、受診券の有効期限が経過した場合であ
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っても、被保険者資格等の確認の後に、指定する期日まで受診ができるもの

とします。 

 人間ドックによる受診は、指定された受診期日、受診場所に被保険者証を

持参することにより実施します。なお、人間ドックによる受診を希望する場

合は、広報等で周知する方法で受診の申し込みを行うこととします。 

 

（６）本人負担 

無料とします。人間ドックによる受診の場合は、特定健康診査の実施項目

のみ無料とします。 

 

（７）周知・案内方法 

ア 周知 

毎年度当初に当該年度の実施事項（方法、場所、時期等）を決定し

た上、広報やホームページ等を利用して対象者への周知を図ります。 

また、納税通知書へチラシの導入、医療機関へのポスター配布など

多面的な周知活動を行います。 

イ 特定健康診査の案内 

対象者全員に対し受診券を送付し、特定健康診査の受診を促します。

受診時の利便性の向上を図るため、がん検診、肝炎ウイルス検診と連

携し、受診券の送付時期や有効期限などの設定を行います。 

ウ 未受診者勧奨 

受診券送付後、一定期間が経過した時点で未受診者に対して受診勧

奨を行います。勧奨にあたっては、より効果的に受診を促せるよう、

方法・内容を工夫します。 

エ 特定健康診査受診結果 

蒲郡市国民健康保険から受診者に通知します。 
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（８）実施項目 

特定健康診査の実施項目は、厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プロ

グラム（確定版）」第２編第２章に記載されている「健診対象者の全員が受

ける基本的な健診項目」と「医師が必要と判断した場合に選択的に受ける詳

細な健診項目」とします 

 なお、健診の検査時には本市独自の項目を同時に実施します。 

 

図表２６ 実施項目 

区  分 特定健康診査 独自項目 

問 診（質問票） ○ ― 

身長・体重・ＢＭＩ・腹囲 ○ ― 

理学的所見（身体診察） ○ ― 
診  察 

血 圧 ○ ― 

中性脂肪 ○ ― 

ＨＤＬコレステロール ○ ― 脂  質 

ＬＤＬコレステロール ○ ― 

ＡＳＴ（ＧＯＴ） ○ ― 

ＡＬＴ（ＧＰＴ） ○ ― 肝 機 能 

γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） ○ ― 

ヘモグロビンＡ１ｃ又は空腹時血糖 ○ ― 
代 謝 系 

尿 糖 ○ ― 

尿蛋白 ○ ― 

血清クレアチニン ― ○ 尿 ・ 腎 機 能 

尿酸 ― ○ 

ヘマトクリット値 □ ― 

血色素量 □ ― 

赤血球数 □ ― 

白血球数 ― □ 

ＭＣＶ ― □ 

血 液 一 般 

血小板数 ― □ 

心 機 能 12 誘導心電図 □ ― 

眼 底 検 査 □ ― 

  ○ 全員実施  □ 医師が必用と判断した場合に選択的に実施 
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（９）特定健康診査データの提出 

 特定健康診査データは、原則として特定健康診査を受託する実施機関が、

国の定める電子的標準様式により、愛知県国民健康保険団体連合会（以下「連

合会」という。）に提出するものとします。 

 

２ 特定保健指導 

（１）対象者 

 特定健康診査の受診結果に基づき、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数

により指導レベルの階層化を行い、特定保健指導対象者の選定を行います。 

 

（２）実施場所 

 特定保健指導業務受託機関の提供する場所で実施します。 

 

（３）委託 

 特定保健指導業務受託機関への委託により実施します。 

 委託の具体的な基準については、「特定健康診査及び特定保健指導の実施

に関する基準第16条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成20

年1月17日厚生労働省告示第11号）」によるものとします。 

 

 

（４）実施期間 

 特定保健指導は、年間を通して実施します。但し、当該年度における特定

保健指導対象者への保健指導は、特定健康診査受診後、当該年度末までに着

手します。 

 

（５）指導方法 

 指定された期間内に、被保険者証と利用券を持参し指定された場所で指導
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を受けるものとします。 

 

（６）本人負担 

 無料とします。 

 

（７）周知・案内方法 

ア 周知 

毎年度当初に当該年度の実施事項（方法、場所、時期等）を決定し

た上、広報やホームページ等を利用して対象者への周知を図ります。 

また、納税通知書へチラシの導入、医療機関へのポスター配布など

多面的な周知活動を行います。 

イ 特定保健指導の案内 

特定健康診査の受診結果に基づき、特定保健指導の対象者全員に案

内を送付し利用を促します。 

ウ 未利用者勧奨 

特定保健指導の案内後、一定期間が経過した時点で利用の申し込み

がない方に対して利用勧奨を行います。利用勧奨にあたっては、可能

な限り初回面談につなげられるよう方法・内容を工夫します。 

また、予防効果が多く期待できる層を優先的に実施するという観点

から、以下の対象者への勧奨を重点的に行うこととします。 

（ア） 年齢が比較的若い対象者 

（イ） 特定健康診査受診結果の保健指導レベルが前年度より高くな

るなど、前年度と比較して悪化し、よりち密な保健指導が必要

になった対象者 

（ウ） 標準的な質問票等の回答から、生活習慣改善の必要性が高い

と判断される対象者 

（エ） 前年度、積極的支援又は動機付け支援の対象者でありながら、

保健指導を受けなかった対象者 

 

（８）実施内容 

 特定保健指導は、対象者の生活を基盤とし、自らの生活習慣における課題

に気づき、健康的な行動変容の方向性を自らが導き出せるように支援するこ

ととし、特定健康診査の結果から特定保健指導の対象者を「情報提供」、「動
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機付け支援」、「積極的支援」に階層化します。 

 情報提供は特定健康診査受診者全員を対象とし、動機付け支援及び積極的

支援は、次の表に示す手順で階層化を行い、対象者を抽出します。追加リス

クの多少と喫煙歴の有無により動機付け支援の対象者となるのか積極的支

援の対象者となるのかが決まります。 

 

図表２７ 特定保健指導対象者の階層化手順 

① ステップ１ ② ステップ 2 ③ 階層化 

追 加 リ ス ク 対 象※3 
腹   囲 

（肥   満） 
血 糖 ・ 血 圧 ・ 脂 質

のいずれかに異常あり

喫煙歴※2
40-64 歳 65-74 歳

2 つ以上該当  

あり 

積極的 

支 援 
85 センチ以上（男性） 

90 センチ以上（女性） 1 つ該当 
なし  

動機付け

支 援 

3 つ該当  

あり 

積極的 

支 援 
2 つ該当 

なし 

上 記 以 外 で 

Ｂ Ｍ Ｉ 2 5 以 上 ※ 1 

1 つ該当  
 

動機付け

支 援 

※1 ＢＭＩは体格指数のことで、体重（kg）÷（身長(m)×身長(m)）で算出されます。 

※2 喫煙歴の斜線部分は、階層化判定に喫煙歴の有無が関係しないことを意味します。 

※3 血糖、血圧、コレステロールを下げる薬を飲んでいる方は対象外です。 

 

 実施内容は、厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」

第３編第３章に記載されている内容とします。 

 

ア 情報提供 

自らの身体状況を確認するとともに、健康な生活習慣の重要性に対

する理解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、特定

健康診査受診者全員に特定健康診査の受診結果と併せて基本的な情報

提供をします。 

＜具体的内容＞ 

（ア） 特定健康診査受診結果の見方 

（イ） 健康の保持増進に役立つ情報 

（ウ） 身近で活用できる社会資源の情報 

 

イ 動機付け支援 

対象者が自ら健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な取

り組みを継続的に行うことができるように支援します。医師、保健師
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又は管理栄養士の面接によって、対象者自らが生活習慣改善のための

行動計画を策定し実施できるように支援を行います。 

 

＜具体的な内容＞ 

（ア） 初回面接 

一人 20 分以上の個別面接又は 1グループ（8名以内）80 分以

上のグループ面接により、次の支援を行います。 

ａ 生活習慣と特定健康診査受診結果との関連について説明し

ます。対象者自らの生活習慣を振り返ることで、生活習慣が

健康に及ぼす影響について理解を促し、メタボリックシンド

ロームや生活習慣病に関する知識を提供するとともに、生活

習慣改善の必要性を説明します。 

ｂ 生活習慣を改善するメリット及び現在の生活を継続するこ

とのデメリットを説明します。 

ｃ 体重及び腹囲の測定方法や、栄養、運動等の生活習慣の改

善に必要な目安等を具体的に支援します。 

ｄ 対象者の行動目標や評価時期の設定と、必要な社会資源等

の活用を支援します。 

（イ） 6 か月後の評価 

個別面接、グループ面接、電話やＥメ－ルなどにより、身体

状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認します。 

 

ウ 積極的支援 

対象者が自ら健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な取

り組みを継続的に行うことができるように支援します。医師、保健師

又は管理栄養士の面接によって、対象者自らが生活習慣改善のための

行動計画を策定し実施できるように支援を行います。 

 

＜具体的な内容＞ 

（ア） 初回面接 

一人 20 分以上の個別面接又は 1グループ（8名以内）80 分以

上のグループ面接により、次の支援を行います。 

ａ 生活習慣と特定健康診査受診結果との関連について説明し

ます。対象者自らの生活習慣を振り返ることで、生活習慣が健

康に及ぼす影響について理解を促し、メタボリックシンドロー

ムや生活習慣病に関する知識を提供するとともに、生活習慣改

善の必要性を説明します。 

ｂ 生活習慣を改善するメリット及び現在の生活を継続するこ
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とのデメリットを説明します。 

ｃ 体重及び腹囲の測定方法や、栄養、運動等の生活習慣の改

善に必要な目安等を具体的に支援します。 

ｄ 対象者の行動目標や評価時期の設定と、必要な社会資源等

の活用を支援します。 

（イ） 3 か月以上の継続的な支援及び中間評価 

初回面接後、3か月以上継続的に個別面接、グループ面接、電

話やＥメ－ルなどにより次のような支援を行い、3か月経過した

時点で取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメ

ントをし、必要に応じて改めて行動目標や計画の設定を行いま

す。 

ａ 初回面接以降の生活習慣の状況を確認します。 

ｂ 栄養や運動等の生活習慣の改善に必要な支援をするととも

に必要に応じて行動維持の推奨を行います。 

（ウ） 6 か月後の評価 

個別面接、グループ面接、電話やＥメールなどにより、身体

状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認します。 

 

（９）特定保健指導データの提出 

 特定保健指導データは、原則として特定保健指導受託機関が、国の定める

電子的標準様式により、連合会へ提出するものとします。 
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第６章 データ管理・個人情報の保護 

１ データ管理 

 特定健康診査等のデータは、連合会に管理及び保管を委託します。 

管理・保存期間は記録作成日の属する年の翌年（当該受診日が 1月 1日か

ら 3 月 31 日までの場合は当該年）の 4 月 1 日から 5 年間とします。被保険

者が他の保険者の加入者となった場合は、他の保険者の加入者となった年度

の翌年度の末日とします。 

 また、保存年限を経過した記録については、蒲郡市個人情報保護条例に基

づき適正な処理を行います。 

 

２ 個人情報保護の取扱い 

 特定健康診査等の実施にあたっては、蒲郡市個人情報保護条例及び蒲郡市

情報セキュティポリシーを遵守し、個人情報の保護・管理を行います。 

 また、特定健康診査等を受託した事業者についても、個人情報の保護に関

する法律を遵守させるとともに、契約締結時に遵守事項を定め、管理させる

ものとします。業務上知り得た情報については守秘義務を徹底し、業務終了

後も同様とします。 

 
 

 33



第７章 特定健康診査等実施計画の公表・周知・評価等 

１ 計画の公表・周知 

 本計画は、高齢者医療確保法第 19 条第 3 項の規定に基づき、作成・変更

時は遅滞なく公表するものとします。公表には、広報や市のホームページ等

を活用するほか、市内の医療・保健・福祉分野を中心とする各種団体との連

携を強化するなかで、周知を図ります。 

 

２ 計画の評価及び見直し 

 本計画の目標値は、毎年度達成状況を確認するとともに、受診結果等の集

計・分析を行います。集計・分析結果は蒲郡市国民健康保険運営協議会に報

告するとともに、関係機関に提供し効果的な事業実施につなげることとしま

す。 

 本計画は、高齢者医療確保法第 19 条の規定にあわせ 5 年間の計画とする

こととし、特定健康診査等の実施状況や国の動向等を見極めて、必要時に見

直しを行うものとします。 
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